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第３ 監査テーマ選定の理由

本県の財政は歳入の減少に対応した歳出の抑制が緊急の課題で

あり，他方で基盤整備や景気回復の課題への取り組みによって支出

を余儀なくされる状況にある。

このような難題を抱えた本県財政の中で，一般財源を補完し，年

度間調整・世代間調整等の機能を有する地方債の残高は上昇の一途

をたどり，その償還が今後の本県財政の大きな負担となることが予

測される。

そこで本県の財政状況を調査し，その情報を開示・分析するとと

もに，地方債の状況と今後のあり方を検討して，県民と情報を共有

し，県債管理や起債でその財源の多くを賄う大型プロジェクトのあ

り方につき，県への提言をも行うことが有益と考え，このテーマを

監査対象として選定した。

第４ 徳島県の財政状況と県債との関わり

平成１３年度の，普通会計における県債残高８３６２億３９００

万円と，公営企業会計における県債残高４７２億２３００万円をあ

わせた合計は，８８３４億６２００万円となり，これが徳島県が負

っている県債残高の総合計となる。

これを単純に平成１３年度の県推計人口８２２，７８４人で割る

と，一人あたり約１０７万円となる。



〈歳入〉

歳入面では，過去１０年間に，約１２００億円の膨張が見られる。

最近数年間は伸率が減少し，あるいはマイナスとなっているが，全

体として県財政は急激な膨張傾向にあり，それが平成１０年度以降，

頭打ちになった状態といえる。

・県債

平成４年度の県債発行額は，５２４億１８４０万円であったが，

平成１３年度は，９２０億５０３２万円となっている。

その増大は本県財政の硬直化に拍車をかけるおそれが大きい。

・県債を中心とした構成比

歳入決算額に占める県債の構成比は，平成４年度では１０．４％

であったものが，平成５年度には１４．３％に増加し，およそ１

４％前後で推移しているが，平成７年度に１６．１％，平成１０年

度に１７．１％という突出した数値を示している。県債の構成比が

減少したのは，平成１１年度，１２年度である。

県債残高は，平成９年度以降，県の年間の歳入決算額を超える規

模に達し，しかも，その超過部分の割合は年々増大し，平成１３年

度では，歳入決算額の１．３４倍に達している。

〈歳出〉

歳出も，過去１０年間で，歳入同様，１０００億円超の膨張を記

録している。

・歳出額に占める公債費の額及び構成比

公債費の構成比が平成８年度以降ずっと上昇傾向にあり，平成４

年度は６．９％であったものが，平成１３年度では１１．７％に達

している。また，歳出決算額が前年比１２．８％と大幅に増加した

平成５年度には，公債費が７５．７％と非常に大きな伸びを示して

おり，歳出面でも，県債の償還が歳出全体に大きな影響を及ぼして



いることがうかがわれる。

当然ながら本県の公債費負担比率も良いとはいえず，１５％の警

戒ラインを平成８年度以降突破した状態が継続している。

今後の本県財政は，徹底した歳出の抑制に努めなければならない。

しかし，一方で本県としても独自の施策を多く実施すべき状態に

もある。

このような状況下において，まず検討しなければならないのは，

県債発行額の抑制であり，また事業の選別である。

第５ 徳島県の地方債の現状

バブル期以降の県債の償還が次々と本格化し，将来的に公債費の

著しい増大が見込まれる今日，公債管理をどのように行うかは，地

方財政健全化のための最重要課題となる。

〈徳島県における市場公募債発行の可能性（特にミニ公募債 〉）

ミニ公募債とは，これまでの機関投資家を対象とした大口公募債

とは異なり，地方公共団体が当該地域の一般住民向けに発行する債

券であり，一口１万～１０万円の単位でも販売されるため，個人で

も手軽に購入できるのが特徴である。

もちろん，ミニ公募債も負債である以上，むやみに増発すべきも

のではない。しかし，その長所に鑑みれば，同じ民間等資金債の枠

内で，随時ミニ公募債を発行していくことには十分な意義が認めら

れる。

よって，徳島県においても，現時点では導入予定はないとのこと

ではあるが，消極的姿勢を維持すべき理由に乏しく，早急に発行が

検討されるべき地方債であると考える。

〈地方債に関する徳島県知事の説明〉

（１）県議会における知事答弁

県債残高の著しい増加と，公債費による県財政の圧迫について

は，県議会でもたびたび関心が寄せられ，前知事の答弁がなされ

ている。



これは，平成１２年度の約７９００億円の普通会計債のうち，

約３５００億円が地方財政措置に伴う地方債であり１００％地方

交付税による財源措置がされ，また，残り４４００億円はその他

の地方債であるが，そのうち１５００億円はやはり交付税措置さ

れ国が負担してくれるので，結局県の負担となる県債残高は，２

９００億円にすぎないという説明である。

その後，平成１４年１０月４日に，現大田知事も，平成１３年

度の県債残高について，同様の説明を県議会で行っている。

（２）知事答弁の検討

上記説明には，注意を要する点がいくつかある。

まず，これはあくまで「普通会計ベース」の説明であって，公

営企業債については触れられていない。したがって，徳島県全体

の県債残高の説明としては不十分である。

次に，数字の裏付けを検討する必要がある。これは，交付税措

置の対象となった県債の償還金が実際に措置されているかどうか

という点である。

さらに，根本的な問題点は，地方交付税を，県の負担とはまる

で関係のない財源であるかのような印象を与える点である。また，

表現の問題として，地方財政措置に伴う県債と対比する概念とし

て「県の裁量で発行の調整が可能な県債」という定義付けが，特

に出資のための起債（以下「出資債」という）との関係で妥当か

否か疑問がある。

（３）交付税措置の対象となった県債の償還金が実際に措置されてい

るかどうか

交付税措置の対象となった県債については，その償還金につい

て国が負担してくれるため，実質的な県の負担はないと説明して

いる。

しかしながら，地方交付税の額を算出するにあたっては，交付

税措置された県債の実際の元利償還金をもとに計算する場合もあ



るが，実際の元利償還金ではなく発行を許可された地方債の額を

もとに計算が行われる場合がかなりある。

この発行許可額をもとに計算されるものについては，実際に支

払う元利償還金を計算に用いないことから，実際に支払う元利償

還金と交付税によって措置される金額とは一致せず，結果として，

交付税措置額の過不足が生じることとなる。これは，国が負担し

てくれるものとして発行したにもかかわらず，実際は県が負担す

べき金額が存在する場合があることを意味する。

そこで，平成１３年度における元利償還金について，実際の交

付税措置額と交付税措置されるべき金額とを比較してみた。

その結果は，報告書に記載のとおり（52p,53ｐ）であり，交付

税措置の対象となった県債には実質的な県負担はないと言い切る

のは，誤解を与える恐れがある。

また，交付税措置の対象となった県債について，実際の元利償

還金と交付税措置額との対比及び過不足額の把握は行われていな

い。しかし，県債を交付税措置の対象となった県債とそれ以外の

県債に分けて説明する以上，実際に措置されているかどうかを検

証することは不可欠であると考える。

（４）地方交付税に依存することの問題点

地方交付税で償還財源が措置されることをもって，地方公共団

体の負担とはまるで無関係な債務であるかのような説明方法は，

少なくとも正確ではない。

（５ 「県の裁量で発行が調整できる県債」と出資債）

知事の説明による県債の分類には，地方財政措置に伴う県債と，

県の裁量により発行が調整できる県債の２種類しかないが，実際

にはどちらにも属さない本四公団などに係る出資債が存在し，こ

れを上記のうち後者の県債に含めて説明することは，少なくとも

正確ではない。



〈財政健全化推進プログラムと現状〉

（１）財政健全化期間と財政健全化目標

このプログラムは，平成１０年度から平成１５年度を，財政健

全化期間としたうえで，財政健全化目標として以下の２点を唱っ

た。

① 毎年度の財源不足額の圧縮

② 県債発行の抑制

（２）問題点

しかしながら，この健全化プログラムには，以下の問題点があ

る。

① 公営企業債を除外して検討された点

② ４５０億円という目標数値設定根拠が不十分である点

そこで，このプログラムを実践することにより，本当に県財政

は健全化が達成されるのかを，これまでの実績と将来推計をもと

に，検討した。

（３）実績と課題

発行抑制基準対象県債の額は，平成１０年度以降すべて目標の

４５０億円の範囲内に抑制することが実現されている。しかし，

公債費，県債残高ともに増加をし続けている。これは，プログラ

ムを策定した時から当然予想された事態である。もちろん，抑制

を継続すれば，公債費や県債残高に占める，地方財政措置に伴う

県債以外の県債の割合は，やがて減少していくことになる。そし

てやがて，地方財政措置に伴う県債の発行が廃止された後は，そ

の後の公債費の支払いにより，地方財政措置に伴う県債残高も減

少し始め，その償還が終われば，４５０億円以下の発行抑制対象

の県債の償還のみをすればよい時代が到来する。しかし，それは，

遠い将来である。

徳島県は，その遠い将来においてすら，現在のプログラムを継



続していれば，毎年約４５０億円の元金およびこれに対する金利

を支払い続けなければならず，しかもこの４５０億円の県債につ

いては，１００％地方交付税が手当てされるものなど１事業もな

いのであるから，実質的には，公債費の負担は現在以上の苦しみ

を県財政にもたらす。

財政健全化推進プログラムによる，健全化目標に基づく県債残

高（一般会計）の将来推計は以下の表のとおりである。

（単位 百万円）

年度 県債残高

Ｈ１０ ６２４，２２４

Ｈ１１ ６３４，３２３

Ｈ１２ ６４０，８４８

Ｈ１３ ６４３，０３３ 平成１０年度比 ３％増

Ｈ１４ ６４３，９５８

Ｈ１５ ６４３，４１７

Ｈ１６ ６４１，６１８

Ｈ１７ ６３９，５８１

Ｈ１８ ６３５，７０１

これに対して，平成１３年度までの県債残高（普通会計）の実

際の推移は以下の表のとおりである。

（単位 百万円）

年度 県債残高

Ｈ１０ ６９６，５０７

Ｈ１１ ７４６，９４９

Ｈ１２ ７９２，３８５

Ｈ１３ ８３６，２３９ 平成１０年度比 ２０％増

将来推計における平成１３年度県債残高が平成１０年度比で微

増であるのに対し，実際の県債残高は大きく増加している。これ

は，将来推計が地方財政措置に伴う県債の発行を０と仮定して試



算しているのに対して，実際には毎年度数百億円の発行があった

ためであり，当初から予想された事態である。

次に，県債を，地方財政措置に伴う県債と，それ以外の県債に

区分して残高の推移を見ると以下の表のとおりとなる。なお，平

成１３年度までは実績値を，平成１４年度以降は地方財政措置に

伴う県債の発行を０，それ以外の県債（抑制対象県債）の発行を

毎年度４５０億円（２０年償還，うち３年据置）と仮定した場合

の推計値に基づいている。

（ ）単位 百万円

年度 地方財政措置に それ以外の県債 合計

伴う県債

Ｈ１０ ２９３，４０７ ４０３，１００ ６９６，５０７

Ｈ１１ ３２７，１２７ ４１９，８２２ ７４６，９４９

Ｈ１２ ３５４，６１６ ４３７，７６９ ７９２，３８５

Ｈ１３ ３８６，１２０ ４５０，１１９ ８３６，２３９

Ｈ１４ ３６４，８６０ ４６６，０８４ ８３０，９４４

Ｈ１５ ３４０，３０９ ４８１，１４２ ８２１，４５１

県債残高は，財政健全化推進プログラムで示された将来推計よ

り１年早く平成１３年度をピークに平成１４年度には減少に転じ

ている。しかしながら，その内訳に着目すると，地方財政措置に

伴う県債の残高は減少しているのに対して，それ以外の県債，す

なわち，財政健全化推進プログラムで発行抑制の対象とした県債

の残高は，むしろ増加している。財政健全化期間である平成１０

年度から平成１５年度にかけて，県債発行抑制基準を遵守しても，

肝心の発行抑制対象県債が平成１５年度以降も増加し続けるのは

４５０億円という目標数値に問題があるのではないだろうか。

また，毎年度４５０億円の県債発行（償還期間２０年 うち３

年据置）を続け，地方財政措置に伴う県債の発行を０とすると，



２０年後には残高５４００億円となる。

これは，平成１３年度末における地方財政措置に伴う県債以外

の県債残高４５０１億円に比して約１．２倍，平成１０年度末の

４０３１億円に比して約１．３倍，平成４年度末の２０９１億円

と比べると２．６倍の水準となる。

財政の健全化というためには，４５０億円の金額の妥当性につ

いて再検討する必要があるのではなかろうか。

したがって，プログラムの改訂をし，発行抑制目標の数値を更

に押し下げることが急務である。

〈公債管理特別会計の設置〉

徳島県は，平成１３年に徳島県特別会計設置条例を一部改正し，徳

島県公債管理特別会計を設置した。

昭和６１年６月１９日付けの自治省地方債課長の通達では，公債費

の一元管理の必要性が各地方公共団体に指導されている。

徳島県の地方債残高・公債費構成比率の上昇ならびにその県財政に

与える影響の大きさに鑑みると，徳島県においても，公債管理特別会

計を設け，公債管理の総合的な処理体制を整えることが必要である。

しかし，現状の特別会計ではいかにも不十分である。なぜなら，現

状の本県の特別会計は，公債費のうち借換債を一般会計から除外する

程度の役割，情報しか有さず，公営企業債も除外されたままであり，

これでは，公債管理の一元化は到底なしえないからである。

第６ 公営企業と県債

平成１３年度に限定しても，公営企業の収益は，２１９億９４０

０万円に過ぎないのに，起債償還額は４０億６０００万円であり，

残高は４７２億２３００万円にも上るのである。しかも起債残高は

この１０年間で１００億円以上増加している。

結論として，一部の公営企業においては，その収益によって公営

企業債を償還することは不可能に近く，将来，一般会計からの補て

んも予算編成上十二分に検討しなければならない状態であり，この



まま推移すれば本県財政にさらなる悪影響を及ぼすことも憂慮され

る。

また県は，県債の残高を公表する場合，企業債の金額も県民に知

らせるべきである。

第７ 大型プロジェクトと起債

１ 総論

起債による財源を投入して造った施設は，決してそれだけで投資

が完結するものではない。なぜならば，施設を造った以上，その維

持管理が必ず必要となり，その維持管理のためのランニングコスト

が，施設が存続する限り，引き続き要求されるからである。

そこで，ランニングコストの点まで考慮すると，起債事業がどれ

ほど県財政に影響を与えるかを検証するため，近時本県が実施した

大型プロジェクトを例にとり，事業費や事業に伴い発行された地方

債の実態を把握し，そのランニングコストがいかほどか，ランニン

グコストに関する問題点は何か等を検討した。

このうち，監査対象としたのは，①アスティとくしま ②あすた

むらんど徳島 ③鳴門ウチノ海総合公園の３つである。

２ アスティとくしま

（１）事業費と起債額

アスティとくしまの事業費１９８億２４００万円のうち，１６

１億２３００万円は起債によって行われている。

この事業費合計額から起債額における交付税算入額を控除した

１４２億４９００万円が本県が独自に負担すべき金額となる。

（２）収入と管理運営費

収入額について検討すると，毎年予算額より実績の方が少額と

なっており，また実績額は大きな変動はなく，アスティとくしま

の収入額は伸び悩んでいるといえよう。

一方支出について検討すると，予算段階より少ない支出で収ま



っているが，各年度の推移を見ると，当初より支出額は増大傾向

にあった。ただし，後述のとおり，最近は改善傾向にある。

一般財源からの充当額については，平成６年度以降毎年当初予

算を上回っている。

アスティとくしまは，多額の起債をして建設しており，しかも

その多くは地方交付税措置のないものであり，したがって本県が

その支払をせざるを得ないものである。上記では元金の金額であ

るが，これには当然に金利分があり，表面上の金額でとどまらな

いものである。

以上の状況に鑑みれば，今後の経営改善策が早急に望まれるも

のである。

アスティとくしまにおいて，特に，早急な改善を要する具体的

対象としては，とくしま体験館の運営方法があげられる。以下，

この点につき言及する。

（３）とくしま体験館に関する問題点

とくしま体験館の収支は開館以降一貫して一般財源の充当が続

いており，開館した平成５年度及び平成１０年度を除くと毎年７

０００万円から１億円を充当している。

とくしま体験館の主な支出は，①案内業務と②人形浄瑠璃上演

委託である。

とくしま体験館は，オープン当初こそ６０００万円近い収入が

あり，入場者数がピークの平成１０年度には約９０００万円の収

入があったものの，平成１３年度は当初時の約半分，ピーク時の

約３分の１の約２９００万円まで落ち込んでいる。これまでの推

移からすれば，入場者数は今後も減少すると思われ，必然的に収

入も減少すると考えられる。平成１３年度でいえば約２８００万

円の収入に対して，支出は１億２２００万円である。今後いかに

支出の削減に努めても，一般財源からの充当額の大幅な削減は困

難であり，このとくしま体験館については抜本的な対策が必要で

ある。



（４）改善努力

アスティとくしまは，まもなく開業１０周年を迎える。それに

向けて，問題点を改善しようという動きが徳島県ではすでに始ま

っている。

まず，経費削減については，ここ数年数字として努力結果が現

れつつある

次に，平成１４年５月に「徳島県立産業観光交流センターのあ

り方検討委員会」が設置され，具体的改善策が検討されている。

以上のような改善努力をふまえ，今後本件施設については，よ

り効率的な管理運営の実現がおおいに期待される。

３ あすたむらんど徳島

（１）利用実績 平成１３年７月１日から平成１４年３月３１日まで

入園者 ６０６，１７７人

利用料金収入 １億５７８１万円

（２）当初見積もりと予算執行額及び起債額

① 平成６年度の基本設計段階における積算

シンボルゾーン土木 ３３億５００万円

シンボルゾーン建築 ２８億８１５０万円

シンボルゾーン展示 ２３億４２２０万円

科学館建築 ３７億２０００万円

科学館展示 ２９億８１７０万円

用地費 ６５億円

② 平成７年度における前記事業の財源計画

事業の基本設計・実施設計に至る前において，県は平成７年

度財源計画を策定している。

すなわち，この段階で，約２２３億円の事業を計画していた

のである。

③ 事業予算の執行状況と起債額とその内訳

平成７年度において積算した金額より，５億８０００万円ほ



ど増加している。

総事業費２２８億８８４７万円のうち，１９４億３５００万

円の起債を発行，つまり本県が借金をし，一方で一般財源から

３４億５３４７万円を支出して，あすたむらんど徳島の事業は

完成した。

一般財源からの支出と県債のうち交付税措置されない金額の

合計１１１億８８００万円が本県独自の財源として支払うべき

金額となる。

さらに付け加えると，前記起債は当然利息支払いが必要であ

り，本県はこの事業のために約１１２億円を超える支出が必要

となっている。

（３）管理運営費

収入は当初予算を大きく上回り順調なスタートをきったと評価

できるが，しかし，その管理運営費は決して小さいものではない。

１億６５００万円の収入に対して，８億１１００万円の管理運営

費の支出を要しているのである。

もとよりあすたむらんど徳島が収入を前提とした施設ではなく，

収支のバランスを問題にするものではないが，今後とも，あすた

むらんど徳島の収入を増加させること，そして支出を削減するこ

とについての努力はたゆまず行われるべきである。

４ 鳴門ウチノ海総合公園

（１）事業費 約１５０億円（ただし平成１３年度末現在見込）

埋立造成９５億４４００万円

施設整備５４億５６００万円

進捗状況７７．８％（１１６億６５００万円）

（２）事業費と起債額

工期は平成５年度から平成１６年度までを予定し，その事業費

）。は１５０億円を計画している（ただし平成１３年度末現在見込

地方交付税が交付されたとしても，平成１３年度末で本県は，



この事業のために３９億２５００万円という借金を抱え，今後支

払を余儀なくされるのである。

（３）計画変更

本件事業は明石海峡大橋開通をにらんだリゾート構想の中で生

まれたものであるが，平成６年度の事業認可時においては，既に

バブル経済は崩壊し，わが国の経済の停滞，そして本県財政の低

迷は自明のこととなっていた。

この事業の数次にわたる計画変更とそれに伴う事業費の減少経

過を通覧すれば，事業計画を正式に立てた後の中止がいかに困難

かということ，中止せずに抜本的な変更を実施することもいかに

困難かということ，ならびにその裏返しとして，当初計画の立案

時に本県の経済情勢をしっかりと把握し，慎重に基本計画を立て

ることの重要性が再認識される。

５ 大型プロジェクトと起債・財政状況との関わり

（１）大型プロジェクト計画策定にあたり必要な検討事項

計画策定にあたっては，建設目的の確定が必要であることは論

を待たず過去においても実施されてきたと思われる。しかしその

目的設定においては，費用対効果の視点を欠落させてはならない。

そしてその目的に沿った事業費はいくらかを過去の事業との関

わりの中で十二分に検証されねばならないといえよう。

次に総事業費の中で占める起債額を検討し，その金利支払いを

含めた毎年度の支払額と総支払額を必ず県民に公表すべきである。

計画段階においてこれを公表することにより，県議会は目的の

妥当性と「費用対効果」を検証でき，計画の必要性を論議でき，

また県民の関心・チェックが可能となると思われるからである。

そして何より必要なものは，ランニングコストの算定と，その

公表である。

大型プロジェクトの維持管理には多額のランニングコストを要



する。ランニングコストは一つ一つの事業では県財政に影響は少

ないとしても，総体としてみればその額は莫大なものとなり，結

果として本県財政に大きく影響してくる。

大型プロジェクト計画実施にあたっては，計画段階・実施段

階・完成後において，それぞれその事業における貸借対照表およ

び損益計算書を作成して，これを公表し，それらに齟齬はないか

を比較検討した上，あるとすればその原因を追及できるようにす

べきである。このことにより計画段階では必要性を検証でき，建

設段階では計画の正確性が検証でき，完成後はランニングコスト

削減に役立つと思われるからである。

（２）３事業の初期投資コストの算定ならびにランニングコストとの

合算

大型プロジェクトのコストの説明にあたっては，事業の完成前

と完成後で区分して，完成前は不動産取得等のコストにのみ重点

をおき，完成後は管理運営のためのランニングコストにのみ重点

をおく感があり，両者を別個独立の費用として認識しているかの

印象を受けることがある。

大型プロジェクトを計画・実施すると，当初事業完成に至るま

では不動産取得等のコストが，その後事業完成後には管理運営の

ためのランニングコストが発生する。

この不動産取得等のコストと管理運営のためのランニングコス

トとは，発生時期において明確に区分されるものの，ともに大型

プロジェクトの実施に要するものであることから，施設にかかる

コストの正確な把握のために，実際に毎年度支出する管理運営費

と，不動産取得等に要した初期投資のコストを合算して検討する

必要がある。

そこで，初期投資のコストを以下に試算し，その後維持管理に

要するランニングコストと合算し，トータルコストの把握をする

こととする。

なお，試算にあたっては，以下の条件を前提としている。



〔試算の条件〕

用地費については，土地は基本的には減価しないことから，投

下した資金の利息部分のみをコストとして考える。

建設費等については，使用及び時の経過とともに減価し最終的

には価値がなくなることから，投下した資金は元金利息とも使用

期間に配分する。

利率は２％，使用可能期間は５０年と仮定する。

収入は加味していない。

３プロジェクトの合算コスト（総事業費ベース）

（ ）単位 千円

初期投資 ランニング 計 ５０年トータル

コスト コスト

アスティとくしま 594,501 597,589 1,192,090 59,604,500

あすたむらんど徳島 656,264 1,018,796 1,675,060 83,753,000

鳴門ウチノ海総合公園 305,348 165,000 470,348 23,517,400

３プロジェクト計 1,556,113 1,781,385 3,337,498 166,874,900

この３プロジェクトで見てみると，初期投資コストとランニン

グコストは，ほぼ同額発生している。

したがって，初期投資コストもしくは，ランニングコストにの

み重点をおいて説明することは，実際にかかるであろうコストの

約半分しか説明していないことになる。

大型プロジェクトの計画・実施にあたっては，初期投資コスト

とランニングコストを別々に判断するのではなく，両者を合算し

て検討する必要がある。


